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平成３０年度高山市公営企業会計決算に係る資金不足比率審査意見書の 

提出について 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律（平成１９年法律第９４号）第２２条第

１項の規定により審査に付された、平成３０年度高山市公営企業会計決算に係る資金

不足比率及びその算定の基礎となる事項を記載した書類について審査したので、次の

とおり意見を提出します。 

 

記 

 

１ 審査の結果 

 審査に付された以下の平成３０年度高山市公営企業会計決算に係る資金不足比率

及びその算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されていると

認める。 

 

比率名 平成３０年度（％） 経営健全化基準（％） 

資金不足比率 
－ 

（資金不足なし） 
２０．０ 

 


